
労働法務コンサルティング綜合事務所�

高年齢者雇用安定法が２０１２年に改正され２０１３年４月１日に改正されます。「希望者全
員の再雇用へ」と言われていますが、昨今の雇用をめぐる環境からは、65歳までの雇用継
続をそのまま受け入れることは困難な場合もあります。法改正の内容を正確に理解すると

ともに、企業と従業員の調和のとれた再雇用を実現するための対応が必要です。	

高齢化社会における雇用について企業が優先すべきことは、『若い世代の雇用と賃金を確保し、若い世代と企業の信頼
関係やロイヤリティを高める』ことにあります。高齢者の無年金・無収入を防ごうと法律が改正されますが、高齢者の雇用
と賃金に関する規程については、企業の裁量の幅を大きくしておくことが企業に求められます。	

高年齢者雇用安定法への対応2012改正	

禁複写・禁転載　All Rights Reserved, Copyright 労働法務コンサルティング綜合事務所	

高齢化社会における雇用の考え方�
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２０１２年改正事項〜対象者基準の廃止〜�

○ 現在の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用制度において、定年を定める場合には、60歳を下
回ることができない（法第８条）。 
○ 65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措
置（高年齢者雇用確保措置）を導入する義務（法第９条）が、平成16年改正ですでに義務付けられて
いる。 

 
①定年の引上げ 
②継続雇用制度の導入（労使協定により基準を定めた場合は、 
 希望者全員を対象としない制度も可） 
③定年の定めの廃止 
 
 
 
 
 
 
 ・高年齢者雇用確保措置導入割合：95.7％ 
 ・過去一年間の定年到達者（約43.5万人）のうち、基準に該当せず離職した者の割合：1.8％（約7,600人） 
  （ともに31人以上規模企業を集計。2011（平成23年）６月１日現在） 
 
 
 

いずれかの措置の実施がすでに 
義務化されている 

下線部分は、平成25年４月から廃止（平成24年の法改正） 

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 

※いずれかの措置を会社の制度として 
 導入する義務であり、個々の労働者 
 の雇用義務ではない 

※定年引上げの義務化ではない 

○ 現在の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用制度において、定年を定める場合には、60歳を下
回ることができない（法第８条）。 
○ 65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措
置（高年齢者雇用確保措置）を導入する義務（法第９条）が、平成16年改正ですでに義務付けられて
いる。 

 
①定年の引上げ 
②継続雇用制度の導入（労使協定により基準を定めた場合は、 
 希望者全員を対象としない制度も可） 
③定年の定めの廃止 
 
 
 
 
 
 
 ・高年齢者雇用確保措置導入割合：95.7％ 
 ・過去一年間の定年到達者（約43.5万人）のうち、基準に該当せず離職した者の割合：1.8％（約7,600人） 
  （ともに31人以上規模企業を集計。2011（平成23年）６月１日現在） 
 
 
 

いずれかの措置の実施がすでに 
義務化されている 

下線部分は、平成25年４月から廃止（平成24年の法改正） 

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 

※いずれかの措置を会社の制度として 
 導入する義務であり、個々の労働者 
 の雇用義務ではない 

※定年引上げの義務化ではない 

２０１２年改正後の継続雇用フロー�

※①〜⑧の順番に検討し、達成・実現しなければ期間満了により退職となる。	
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改正法施行 経過措置期間終了
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H24年度に58歳、59
歳になる者は61歳
から年金支給

H24年度に56歳、57
歳になる者は62歳
から年金支給

H24年度に54歳、55
歳になる者は63歳
から年金支給

H24年度に52歳、53
歳になる者は64歳
から年金支給
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改正法施行 経過措置期間終了
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現行の高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業
主は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基
準を引き続き利用できる１２年間の経過措置を設ける。  

経過措置のイメージ 

この年齢に達してから継続雇用制度
の対象者基準を利用できる 

例えば、平成26年度（2014）に61歳になる者
（昭和28年度（1953）生まれ）は、この年齢か
ら年金受給。 
企業が基準を利用できるのもこの年齢から。 

継続雇用対象者を雇用する企業範囲の拡大�

 ※ 子会社、関連会社の範囲は、会社法等の定義を参考に厚生労働省令で定める。 

子会社 
議決権50％超など（※） 

議決権20％以上など（※） 

関連会社 

親会社 

子会社Ａ 子会社Ｂ 
 

今回新たに 
法令整備 

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する
仕組みを設ける。 

60歳	 61歳	

定 年 退 職 
 再  雇  用 	

①退職事由 
　 解雇事由	

②労働条件	

期 間 満 了 
 再  雇  用 	
⑤労働条件	

④更新基準	

62歳	

期 間 満 了 
 再  雇  用 	
⑧労働条件	

⑦更新基準	希望者全員
再雇用	

③対象基準 
※希望者全員ではない	

⑥対象基準 
※希望者全員ではない	

用　語	 解　説	

退職事由	
解雇事由	

継続雇用の対象除外とできる退職事由、
解雇事由	

対象基準	
経過措置により労使協定にて設定する
ことができる再雇用者対象者の基準	

更新基準	
勤務成績や経営状況など総合的に勘
案した更新可否の基準	

労働条件	
   合意	

雇用期間、勤務地、勤務日数、勤務時
間、賃金などの更新時における合意	



労働法務コンサルティング綜合事務所�

労使協定の対象基準を作成・改定すること	

抽象的な基準をあえて設けること	

例えば、「会社が再雇用対象者として適格だと判断したこと」	

労働条件について原則規定・一般規定を設けない	

会社が継続雇用・再雇用を拒否したい場合を考え、労働条件
は規程等で特定せず、継続雇用・再雇用の都度、個別に決定
するスタンスをとる	

退職事由・解雇事由該当による継続雇用の適用除外	

高齢者法では退職・解雇事由により継続雇用の適用除外にで
きるとされているが、これは「解雇しなければならない程度」の
事由でなければならない。これは使えないと考えておくべき。	

就業規則の休職期間について限度を設けておく	

休職期間は解雇猶予措置であるので、休職期間中に定年を迎
えたとき、定年時に継続雇用をしない＝解雇と評価される可能
性が高い。休職期間は定年到達日を限度にしておくこと。	

高年齢者雇用安定法への対応2012改正	

高年齢者雇用安定法改定までのスケジュール 

※左記金額を標準として、御社プロジェクトチー
ムの有無、労働組合の有無、事業場の数、説
明会回数、その他状況により、御見積りさせて
頂きます。	

禁複写・禁転載　All Rights Reserved, Copyright 労働法務コンサルティング綜合事務所	

高年齢者雇用安定法改正への対応策 

高年齢者雇用安定法改正コンサルティングフィー 

□高年齢者雇用安定法の概要のレクチャー 
□就業規則、再雇用嘱託社員規程の作成・改定 
□就業規則の届出・説明会 
合計　２１０，０００円（消費税込、源泉所得税控除前）	

弊社紹介 
事務所名：労働法務コンサルティング綜合事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～弊社のミッション～ 
代　　　表：社会保険労務士 葛西 英朋　　　　　　　　　　　　　　　　　コンプライアンスよりもリスクマネジメントに着目した労務管理の 
所  在  地：〒107-0062東京都港区南青山2-2-8- DFビル10Ｆ 　　サポート、評価よりも育成に着目した人事評価制度の構築のサ 
電　　　話：０３－４５７７－６５２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポート。２つのサポートにより企業の安定的発展に寄与すること 
Ｆ   Ａ  　Ｘ：０３－６８９３－８９４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が弊社のミッションです。 
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対応策のご
提案 
①対応策の提示

と検討 
②方向性のご決

断 

就業規則の
改定 
①定年条項 
②休職期間条項 
③退職・解雇条項 

労使協定の
作成・改定 
①新たな対象者

基準の作成 
②従業員代表者

の選出 
③従業員代表者

と企業との締結 
※20120331時点で

締結していない事業
場は経過措置は使

えません。 

継続雇用・再
雇用者との
労働契約書・
更新基準通
知書の作成・

改定 

就業規則の
届出と説明
会 
①従業員代表者

の意見聴取 
②就業規則の労

基署への届出 
③説明会の実施 

定年条項をはじめ、
継続雇用に関連
する条項の改定。 

従来の基準とはこ
となる基準を設け
従業員代表者と締
結する。	

労働契約書や更
新基準通知書の
作成。	

就業規則の届出と
従業員への説明
会の実施。	

高齢者の雇用の
あり方を検討し対
応策・方向性を決
める。 

会社の裁量の幅を大きくする
規程（規定）作成・運用が改
正法対策の基本スタンス。 
 
「予め労働条件は特定してお
かない」ことが重要。 
 
継続雇用・再雇用を望まない
高齢者に対しては、対象基
準で拒否することはしない。 
 
労働条件を上手に使って、高
齢者の方から断ってもらうこ
と様々な意味で有用。 


